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(総貝1)

第 1条  発注者 (以 下 「甲」 とい う。 )及び受注者 (以 下 「乙ご とい うじ )は 、 こ

の契約書 (頭書を含む。以下同 じ。 )に 基づ き、工事監理業務委託仕様書 (別 冊

の仕様書、現場説 掛ゲl書及び これ らの図書に係 る質問回答善並びに現場説明に対す

る質問回答書 をい う。以下 「工事監理仕様書Jと い う◆ )に従い、 日本国の法令

を遵守 し、この契約 (こ の■プぐ約書及び工事監理仕様書 を内容 とす る業務 の委託契

約 をい う。以下同 じ。 )を履行 しなければな らない。

2 π_は 、契約書記載の業務 (以 下 「業務 Jと い う。 )を 契約書記載の履行期 F露弓

(以 下 「履行期 F日電」 とい う。)内 に完了 し、 甲は、そσ)業 務委託料 を支払 うもの

とす る。            ,

3 甲は、その意図す る業務 を完了 させ るため、 業務 に関す る指示 を乙又は第 9条

に定める乙の管理技術者 に対 して行 うことができる。 この場合 において、乙又は

乙の管理技術者 は、当該指示 に従い業務 を行 わなければな らないっ

4 乙は、 この契約書若 しくは工事監理仕様書に特別の定めがある場合又は前項の

指示若 しくは甲乙協議 がある場合 を除 き、業務 を完 了す るために必要な一切の手

段 をその責任 において定めるもの とす る。

5 この契約 の履行 に関 して甲乙間で用いる言語は、 日本語 とす る。

6 この契約書に定 める金銭 の支払に用いる通貨は、 日本 円 とす る。

7 この契約 の履行 に関 して甲乙間で用いる計量単位 は、工事監理仕様書に特別 の

定めがある場合 を除き、計量法 (平成 4年法律第 51号 )に 定めるもの とす る。

8 この契約善及び工事監理仕様書における期 間の定めについては、民法 (明 治29年

法律第 89号 )及 び商法 (明 治 32年 法律第48号 )の 定めるところによるもの とす る。

9 この契約 は、 日本国の法令 に準拠す るもの とす る。

10 この契約 に係 る訴訟 の提起
~又

は調停 (第 48条 の規定に基づき、甲乙協議の上選

任 され る調停人が行 うものを除 く。)の 申立てについては、 日本国の裁判所 をも

って合意 による専属的管轄裁判所 とす る。

こと 乙が設計共翻体 を結成 している場合 tこ おヤヽては、甲は、 との契約 tこ 基づ くすべ

ての行為を設計楽 躍体の代表警 tこ 対 と/て 狩 うもの とし、 甲が碧該代表者 iこ 対 して

行 つた この契約 ほ基づ くすミでの行為 tま 、当該共爛体のすべての繕戒員 に対 して

行 つた もの とみな と/、 また、乙才ま、増当に対 して行 うこの契約 1こ 基づ くすべての行

為 について当該代表者 を通 じて行わなければな らない。

と2 乙は、この契約
'こ

よる事務 を処理す るためめ個人情報の取扱いにブういてな、別

認 /弄 編人 1青 線取扱特記事項ど を遵守 し.な ければな らない。
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(捨 示等及び協議の書面主義 )

第 2条  この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、 申出、承諾、質問、

回答及び解除 (以 下 「指示等」 とい うし )は 、書面によ り行 わなければな らない。

2 前項 の規定にかかわ らず、緊急やむを得 ない事情がある場合には、甲及び乙は、

前項に規定す る指示等 を固頭 で行 うことがで きる。 この場合 において、 甲及び 乙

は、:既 に行 つた指示等 を書面 に記裁 し、 7日 以内にこれ を相手方 に交付す るもの

とす る。

3 甲及 び乙は、 この契約書の他 の条項の規定に基づ き協議 を行 うときは、当該協

議 の内容 を書面に記録す るもの とす る。

(業 務計画審の提 出 )

第 3条  乙は、 この契約締結後 14日 以内に工事監理仕様書に基づいて業務計画書 を

作成 し、甲に提 出 しなけれ ばな らない。

2 甲は、必要がある と認 めるときは、前項の業務計画書 を受理 した 日か ら 7日 以

内に、 乙に対 してその修正 を請求す ることができる@

3 この契約書の r也 の条項の規定によ り履行期 間叉は工事監理仕様書が変更 された

場合において、 甲は、必要があると認 めるときは、 乙に対 して業務計画書の再提

出を請求す ることができる。 この場合 において、第 1項 中の 「この契約締結後」

とあるのは 「碧該講求があった 日か ら」 と読み替 えて、前 2項 の規定を峰用す る。

4 業務計画書は、 甲及び乙を拘束す るものではない。

(契 約の保証 )

第 4条  削除

(権 利義務の譲渡等 )

第 5条  乙は、 この契約 によ り生ず る権利又は義務 を第二者 に譲渡 し、又は承継 さ

せ てはな らない。ただ し、あ らか じめ、 甲の承講 を得た場合は、 この限 りでない。

2 乙は、業務 を行 う上で得 られた記録等 を第 二者に譲渡 し、貸与 し、又は質権そ

の他の担保の 目的に供 して 1ま な らない。ただ し、あ らか じめ、甲の承諾 を得た場

合 は、 この限 りでない。

3 乙が部分払等 によつて もなお この契約の履行 に必要な資金 が不足す ることを疎

明 した ときは、甲は、特段の理 由がある場合 を除き、乙の業務委託料債権 の譲渡

について、第 1項 ただ し書の承諾 を しなけれ ばな らない。

4 乙は、前項の規定によ り、第 1項 ただ し書の承諾 を受 けた場合イま、業務委託料

債権の譲渡 によ り得た資金 をこの契約の履行以外に使用 してはな らず、またその
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使途 を疎明す る書類 を甲に提 出 しなければな らない。

(秘 密の保持 )

繁 6条  乙は、 この契約 の履行 に関 して知 り得 た秘密 を漏 らして はな らない。

2 乙は、甲の承諾 な く、 この契約の履行 を行 う上で得 られた設計図書等 (業 務 を

行 う上で得 られた記録等 を含む。 )を 他人 に閲覧 させ 、複辱 させ、又は譲渡 して

はな らない。

(一 播再委託等∞禁止 )

簾 7条  乙は、業務 の全部 を一括 して、又は工事監理仕様書において指定 した部分

を第二者 に委任 してはな らない。

2 乙は、業務 の一部 を第二者 に委任 しよ うとす る ときは、あ らか じめ、甲の承諸

を得 なければな らない。 ただ し、甲が工事監理仕様書において指定 した軽微 な部

分 を委任 しよ うとす るときは、 この限 りでない。

3 甲は、乙に対 して、業務 の一部 を委任 した者の商号又は名称その他必要な事項

の通知 を請求す ることができる。

(調査耳畿員 )

第 8条  甲は、調査職員 を置いた ときは、その氏名 を乙に通知 しなければな らない。

調査職 員を変更 した ときも、同様 とす る。

2 調査職員は、 この契約書の他の条項に定めるもの及び この契約書に基づ く甲の

権限 をされ る事項の うち甲が必要 と認 めて調査職員 に委任 した もののほか、工事

監理仕様書に定めるところによ り、次に掲 げる権限を有す る。

(1)甲 の意図す る業務 を完了 させ るための乙又は乙の管理技術者 に対す る業務 に

関す る指示

(2)こ の契約書及び工事監理仕様書の記載 内容に関す る乙の確認の申出叉意質問

に対す る承諾又 は回答

(3)こ の契約の履行 に関す る乙叉は乙の管理技術者 との協議

(4)業務 の進捗 の確認 、工事監理仕様書の記載 内容 と履行 内容 との照合その他契

約 の履行状況 の調査

3 甲は、 2名 以上の調査職員 を置 き、前項の権限を分担 させ た ときにあってはそ

れぞれの調査職員 の有す る権 限の内容 を、調査職員 にこの契約書に基づ く甲の権

限の二部 を委任 した ときにあつては当該委任 した権眼の内容 を、乙に通知 しなけ

れ ばな らない。

4 第 2項 の規定に基づ く調査職員 の指示又は承諾 は、原則 として、書面によ り行

わなければな らないЭ
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5 この契約書に定 める善面の提 出は、工事監理仕様書に定 めるもσ)を 除 き、調査

職員 を経 由 して行 う1)の とす る。 この場合 においては、調査職員 に到連 した 日を

もつて甲に到達 した もの とみなす。

(管 理技術者 )

第 9未集 乙は、業務 の技術上 の管理 を行 う管理技術者 を定め、その氏名その他必要

な事項 を甲に通知 しなけれ ばな らない。替理技術者 を変更 した ときも、同様 とす

る。

2 管理技術者は、 この契約 の履行 に関 し、業務 の管頸及び統轄 を行 うほか、業務

委託料の変更、履行期 間の変更、業務委託料 の請求及び受領 、次条第 1項 の請求

の受理、同条第 2項 の決定及び通知、同条第 3項 の請求、同条第 4項 の通知の受

理並びにこの契約 の解 除に係 る権限を除き、 この契約 に基づ く乙の一切 の権限を

行使す ることができる。

3 乙は、前項の規定にかかわ らず、 自己の有す る権限の うちこれ を管理技術者 に

委任せず 自ら行使 しよ うとす るものがあるときは、あ らか じめ、当該権限の内容

を甲に通知 しなければな らない。

(管 理絞術者等に対す る措置請求 )

第10粂  甲は、管理技術者 又は乙の使用人若 しくは第 7条第 2項 の規定により乙か

ら業務 を委任 された者がその業務の実施 につ き著 しく不適 当 と認 め られ るときは、

乙に対 して、その理 由を日月示 した書面すこよ り、必要な措置 を とるべ きことを請求

す ることがで きる。

2 乙は、前項の規定による講求があつた ときは、当該請求 に係 る事項について決

'定
し、その結果 を請求 を受 けた 日か ら10日 以内に甲に通知 しなければな らない。

3 乙は、調査職員がその職務 の執行 につき著 しく不適 当 と認 め られ るときは、甲

に対 して、その理 由を明示 した書面によ り、必要な措置 を とるべ きことを請求す

ることができる。

4 甲は、前項 の規定による講求があった ときは、当該請求 に係 る事項について淡

定 し、その結果 を請求を受 けた 日か ら10日 以内に乙に通知 しなければな らない。

(履行親告 )

第 11条  乙は、工事監理仕様書に定めるところによ り、契約 の履行 について甲に報

告 しなければな らない。

(貸 与晶等)           I

第 12条  甲が乙に貸与 し、又は支給す る図面その他業務 に必要な物品等 (以 下 「貸

与晶等」 とい う。)の 品名 、数量等、引渡場所及び引渡時期は、工事監理仕様書
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に定めるところによる。

2 乙は、貸与晶等の引渡 しを受 けた ときは、引渡 しの 日か ら 7日 以内に、甲に受

領書又 は借用書 を提 出 しなければな らない。

3 乙は、貸与晶等を善良な管理者 の注意 をもつて管理 しなければな らない。

4 乙は、工事監理仕様書に定 めるところによ り、業務の完了、工事監理仕様書σ)

変更等 によつて不用 となった貸与晶等 を甲に返還 しなければな らない。

5 乙は、故意又 は過失によ り貸与品等が滅失若 しくはき損 し、叉▼まその返選が不

可能になつた ときは、 甲の指定 した期 F需尋内に代品を納 め、若 しくは原状に復 して

返還 し、又は返還に代 えて損害を賠償 しなければな らない。

(工事驚睡仕様書 と業藩内容が一致 しない場合の矮待費経 )

第13条  乙は、業務の内容 が工事監理仕様書又は甲の指示若 しくは甲乙協議 の内容

に適合 しない場合において、調査職員がその履行 を請求 した ときは、当該講求に

従わなければな らない。 この場合 において、当該不適合が甲の指示 によるときそ

の他 甲の責に帰すべ き事 由によるときは、甲は、必要があると認 め られ るときは、

履行期 間若 しくは業務委託料 を変更 し、叉は乙に損害を及 ぼ した ときは芝、要な費

用 を負担 しなければな らない。

(条件交藁等 )

第14条  乙は、業務 を行 うに当た り、次のいずれかに該 当す る事実を発見 した とき

は、 その旨を直 ちに甲に通知 し、その確認 を請求 しなけれ ばな らないじ

(1)仕様書、現場説 明書及び これ らの図書に係 る質問圃答書並びに現場説明に対

す る質 F苗ヨ圏答書が一致 しないこと (こ れ らの優先順位 が定め られてい る場合を

除 く。 )

(2)工事監理仕様書 に誤謬又 は脱漏があること

(3)工事監理仕様書の表示が明確 でないこと

(4)履行上の制約等二事監理仕様書に示 された 自然的又は人為的な履行条件が実

燃 と相違す ること

(5)工事監理仕様書 に明示 されていない履行条件 についで予期す ることのできな

い特別な状態が生 じた こと

2 甲は、前項の規定による確認 を請求 された とき又 は 自ら前項各号に掲 げる事実

を発見 した ときは、 乙の立会 の上、直ちに調査 を行 わなければな らない芯 ただ し、

乙が立会に応 じない場合 には、乙の立会 を得ず に行 うことができる。

3 甲は、乙の意見を聴いて、調査 の結果 (こ れ に対 して とるべき措置 を指示す る

必要があるときは、当該指示 を含む◆ )を と りま とめ、調査 の終了後 14日 以内に、

~て
つ
~
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その結果 を乙に通無 しなけれ ばな らない。 ただ し、その期間内に通知できないや

むを得 ない理 由があるときは、あ らか じめ、乙の意見 を聴いた _L、 茎該期間を延

長す ることができる。

4 前項の調査の結果 によ り第 1項各号に掲げる事実が確認 された場合 において、

必要があると認 め られ る ときは、甲は、工事監理仕様書の訂正又は変更を行わな

ければな らない。

5 前項 の規定によ り工事監理仕様書の訂正叉は変更が行 われた場合 において、甲

は、必要があると認 め られ るときは、履行期間若 しくは業務委託料 を変更 し、叉

は乙ほ損害 を及 ば した ときは必要な費用 を負担 しなければな らない今

(工事驚理仕様書等の変更 )

第 15条  甲は、前条第 4項 の規定によるほかく必要があると認 めるときは、工事監

理仕様書 又は業務 に関す る指示 (以 下本条及び第17条 において 「工事監理仕様書

等」 とい う。 )の変更内容 を乙に通知 して、工事監理仕様書等を変更す ることが

できる。 この場合において、 甲は、必要があると認 め られ るときは履行期間若 し

くは業務委託料 を変更 し、又 は乙に損害を及 ぼ した ときは必要な費用 を負担 しな

ければな らない。     |

(業務の移遺 )

第 16条  甲は、必要がある と認 めるときは、業務 の中止 内容 を /_に 通知 して、業務

の全部又は一部 を一時 中止 させ ることができる。

2 甲は、前項の規定によ り業務 を一時中止 した場合 において、必要があると認 め

られ るときは、履行期 間若 しくイま業務委託料 を変更 し、又は乙が業務の続行に備

え業務の一時中止 に伴 う増加費用 を必要 とした とき若 しくは乙に損害 を及 ぼ した

ときは必要な費輝 を負担 しなければな らない。

(業 務 t亀 係 る乙の提案 )

第鷲7粂  乙は、工事監理仕様書等 について、彼術釣叉 は経済的に優れた代替方法そ

の他改良事項 を発見 し、又は発案 した ときは、甲に対 して、碧該発見又は発案 に

基づ き工事監理仕様書等 の変更 を提案す ることができる。

2 甲は、前項 に規定す る乙の提案 を受 けた場合 において、必要があると認 めると

きは、工事監理仕様書等の変更を乙に通知す るもの とす る。

3 甲は、前項の規定によ り工事監理仕様書等が変更 された場合 において、必要が

あると認 め られ るときは、履行期 F自尋又は業務委託料 を変更 しなければな らない。

(適 正な矮行期 F露尋の設定 )

第18条  甲は、履行期間の延長又は短縮 を行 うときは、 この業務 に従事す る者 の労
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働時間その他 の労働条件 が適正 に確保 され るよ う考慮 しなければな らない。

(乙 の論求による履行難 F目辱の延長 )

第穏9条  乙は、その責に帰す ことができない事 由によ り履行期 間内に業務 を完了す

ることができない ときは、そのユ里由を日月示 した書面によ り甲に履行期間の延長変

更を請求す ることができる。

2 甲は、前項の規定による請求があつた場合 において、必要があると認 められ る

ときは、履行期 F口号を延長 しなければな らない。 tt iま 、その履行期間の延長が甲の

賣めに帰すべ き事 由による場合 においては、業務委託料 について必要 と認 め られ

る変更 を行い、又は乙に損害 を及ば した ときは必要 な費用 を負担 しなけ財l′ ばな ら

ない。

(甲 の講求によ る履行期 F騒尋の筵縮 )

銘20条  甲は、特別 の理 由によ り履行期 F爵写を短縮す る必要があるときは、履行期間

の短縮変更を乙に講求す ることができる。

2 甲は、前項の場合 において、必要があると認 め られ るときは、業務委託料を変

更 し、又は乙に損害 を及 ぼ した ときは必要な費用 を負担 しなければな らない。

(履 行鸞辞調ヨの変更方法 )

第 2職 条 履行期間の変更については、甲乙協議 して定める。 ただ し、協議 開始の 日

か ら14国 以内に協議 が終 わない場合 には、甲が定め、乙に通知す る。

2 前項の協議 開始の 日については、甲が 乙の意見を聴いて定め、乙に通知す るも

の とす る。ただ し、 甲が履行期 間の変更事由が生 じた 日 (第 19条 の場合 にあつて

は、甲が履行翔間の変更の講求 を受 けた 日、前条の場合にあつては、乙が履行期

F日司の変更の請求 を受 けた 日)か ら 7日 以内に協議開始の 日を通知 しない場合には、

乙は、協議開始の 日を定め、甲に通知す ることができる。

(業 務委託綿め変更方法等 )

第22条  業務委託料 の変更にっいては、甲乙協議 して定める。 ただ し、協議開始 の

日か ら14日 以内に協議が整 わない場合 には、甲が定め、 乙に通知す る。

2 前項 の協議 開始の 日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知す る 1)

の とす る。ただ し、 甲が業務委託料の変更事 畿が生 じた 日か ら 7日 以内に協議 F汗再

始の 日を通知 しない場合 には、乙は、協議開始の 日を定め、甲に通知す ることが

できる。

3 この契約書の規定によ り、甲が費用 を負担 し、又 は損害を賠償す る場合の負担

額叉は賠償額 については、甲乙協議 して定める。

(一 般的損害 )

一 r―
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第28条  業務 の完了の前 に、業務 を行 うにつ き生 じた損害 (次 条第 1項 又は第 2項

に規定す る損害 を除 く)については、 乙がその費用 を負担す る。ただ し、その損

害 (工事監理仕様書 に定める ところによ り付 された保険によ りてん補 された部分

を除 く。 )の うち甲の責に帰すべ き事 由によ り生 じた ものについては、甲が負担

す る。

(第 三者 に及ぽ した機害 )

第24条  業務 を行 うにつき第二者 に及 ぼ した損害について、当該第二者 に対 して損

害の賠償 を行わなければな らない ときは、乙がその賠償額 を負担す る。

2 前項の規定にかかわ らず、同項の規定す る賠償額 (工事監理仕様書に定めると

ころに よ り付 された保険によ りてん補 された部分 を除 く。)の うち、甲の指示、

貸与晶等の性状その他 甲の責 に帰すべ き事 由によ り生 じた ものについては、甲が

その購償額 を負担す る。ただ し、乙が、甲の指示 又は貸与晶等が不適 当であるこ

と等 甲の費に帰すべ き事 由が あることを知 りなが らこれ を通知 しなかつた ときは、

この限 りでない。

3 前 2項 の場合 その他業務 を行 うにつき第二者 との間に紛争を生 じた場合 におい

ては、 甲乙協力 してその発理解決 に当たるもの とす る。

(業 務委託料の変更 fこ 代える重慕監理 1蓋 篠書の変藁 )

第25畿  甲は、第 13条 か ら第 17条 まで、第19条 、第20条 、第 28条 叉は第 32条 の規定

に よ り業務委託料 を増額すべ き場合叉は費用 を負担すべ き場合 において、特別の

理 由があるときはヽ業務委託料の増額叉は負担額の全部又は一部に代 えて工事監

理仕様書を変更す ることがで きるさ この場合 において、工事監理仕様書の変更内

容 は、甲乙協議 して定める。 ただ し、協議 F汗再始の 日か らと4日 以内に協議が整わな

い場合 には、甲が定め、 乙に通知す る。

2 前項 の協議開始の 日については、甲が乙の意 見を聴いて定め、乙に通知 しなけ

れ ばな らない。ただ し、甲が前項の業務委託料 を増額すべ き事 歯又 は費用 を負担

すべ き事 由が生 じた 日か ら 7日 以為に協議 F汗月始の 日を通知 しない場合 には、乙は、

・
協議 開始の 日を定め、甲に通知す ることができる。

(検査及び零i液 し)

第26条  乙は、業務 を完了 した ときは、そ (ア )旨 を甲に通知 しなければテょ`らない。

2 甲は、前項の規定による通知 を受 けた ときは、通欠・目を受けた 日か ら10日 以内に

乙の立会の下、工事監理仕様書に定めるところにより、業務 の完了を確認す るた

めの検査 を完了 しく当該検査 の結果 を乙に通知 しなけれ ばな らない。

3 甲は、前項の検査 によつて業務の完了を確認 した後、乙が業務報告書の引渡 し
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を申 し出た ときは、直 ちに当該業務報告書の引渡 しを受 けなければな らない。

4 甲は、乙が前項の申出を行 わない ときは、当該業務報告書の引渡 しを業務委託

料の支払 の完了 と同時に行 うことを請求す ることができる。 この場合 においては、

乙は、当該請求に直ちに応 じなけれ ばな らない。

5 乙は、業務が第 2項 の検査 に合格 しない ときは、直ちに履行 して甲の検査を受

けなければな らない。 この場合 においては、履行 の完了を業務 の完了 とみな して

前各項の規定 を準用す る。

(業 務委託料の支事嵐〕

繁27条  乙は、前条第 2項 の検査 に合格 した ときは、業務委託料の支払 を講求す る

ことができる。

2 甲は、前項の規定による請求があった ときは、請求を受けた 日か ら30日 以内に

業務委託料 を支払わなければな らない。

3 甲がその責に帰すべ き事 由によ り前条第 2項 の期間内に検査 を完了 しない とき

は、その期限を経過 した 目か ら検査 を完了 した 日までの期 間の 日数 は、前項の期

間 (以 下 「約定期 間」 とい う。 )の 日数か ら差 し引 くもの とす る。 この場合にお

いて、その遅延 日教が約窟期 FH月 の 日数 を超 えるときは、約定期間 |ま 、遅延 日数が

約定期 間の 日数 を超 えた 国において満 了 した もの とみなす G

(部分払 )

第 28条  乙は、業務の完了前 に、出来形部分に相応す る業務委託料相 茎額 の10分 の

9以 内の額 について、次項か ら第 7項 までに定 めるところによ り部分払を請求す

ることができる。 ただ し、 この請求は、工刻 中 園を超 えることができない⑤

2 乙は、部分払 を請求 しよ うとす るときは、あ らか じめ、当該請求に係 る出来形

部分 の確認 を甲に請求 しなけれ ばな らない。

8 甲は、前項の場合 において、当該請求を受 けた 日か ら10日 以内に乙の立会の上、

工事監理仕様書に定めるところによ り、前項の確認 をす るための検査 を行い、当

該確認 σ)結果 を乙に通知 しなければな らない。             「

4 前項 の場合において、検査 に直接要す る費用は、乙の負担 とす る。

5 乙は、第 3項 の規定による確認があつた ときは、部分払 を請求す るとをができ

る。 この場合 においては、甲は、当該請求を受 けた 日か ら30日 以内に部分払金を

支払 わなければな らない。

6 部分払金の額 は、次の式によ り算定す る。 この場合において第 1項 の業務委託

料本目当額 は、 甲乙協議 して定める。ただ し、 甲が第 3項 の通知 を した 日か ら10日

以内に協議が整わない場合 には、 甲が定め、 乙に通知す る。
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部分払金の額

≦第 1項 の業務委託料相当額 × (9/10)

7 第 6項 の規定により部分払金の支払があつた後、再度都分払の請求をする場合

においては、第 1項及び第 6項 中 F業務委託料相蓮額」 とあるのは 「業務委託料

相当額か ら既に部分払の対象 となつた業務委託料相当額を控除 した額Jと するも

のとする。  、

(債 務負担行為に係る契約の特則 )

第20条  債務負担行為に係 る契約において、各会計年度における業務委託料の支怒

の限度額 (以 下t「支払限度額」 とい う。)は 、次のとお りとする。

年 度             円

年 度             閑

年 度             円

2 支払焉長度額に紺応する各会計年度の出来高予定額は、次のとお りである。

年 度             円
(

年 度             円        :

年 度             円

a 甲は、予算上の者ll合 その他 の必要があるときは、第 と項の支払限度額及び前項

の出来高予定額 を変更す ることができる。

(債 務負担行為に係 る契約の部分払の奪等員ll〉

第 80条i 債務負担行為 に係 る契約 において、前会計年度末にお ける業務委託料相 当

額 が前会計年度 までの出来高予定額 を超 えた場合においては、乙は、当該会計年

度 の碧初 に当該超過額 について部分払 を講求す ることができる。ただ し、契約会

計年度以外 の会計年度 においては、乙は、予 算 の執行が可能 となる日寺期以前に部

分払の支払 を講求す ることはできない。

2 各会計年度 において、部分払 を講求できる園数 は、久の とお りとす ると

年  度             回

年 度             回    ヽ

年 度              回

(第 二者 による代理雙領 )

第31条  F_は、甲の承諾 を得て業務委託料の全部 又
`ま

一部の受領 につき、第二者 を

代理人 とす ることができる。

2 甲は、前項の規定により乙が第二者を代理人とした場合において(乙 の提出す

る支払講求書に当該第二者 が乙の代理人である旨の明記がな されているときは、
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当該第二者 に対 して第 27条 又は第 28条 の規定に基づ く支払 を しなければな らない。

(蔀 プ分払金の Tヽ 払に対する乙の業務 中止 )

第 32条  乙は、 甲が第 28条 の規定に基づ く支払 を遅延 し、相 義の期間を定めてその

支払 を請求 したにもかかわ らず支払 を とない ときは、業務の全部又は一部 を二時

中止す ることができる。 この場合 においては、乙は、その理 由を明示 した書面に

(kり 、直ちにその旨を甲に通知 しなければな らない。

2 甲は、前項の規定によ り乙が業務 を一時 中止 した場合 において、必要があると

認 め られ るときは履行期 間若 しくは業務委託料 を変更 し、叉 は乙が増加費用 を必

要 として若 しくは乙に損害 を及ぼ した ときは必要な費用 を負担 しなければな らな

セヽ 。

(債 務不履行健鋪する乙の麓任 )

第 33条  乙が この契約 に違反 した場合、その効果が この契約に定め られてャヽるもの

のほか、甲は、 乙に対 して相 当の期間を定 めて履行 を請求 して又は履行の講求 と

ともに損害の賠償 を請求す ることができる。 ただ し、損害賠償 についてはく当該

舞務 の不履行が この契約及び取引上の社会通念 に照 らして乙の責 めに帰す ること

ができない事 由によるものであるときは、 この限 りではない。

2 前項 において 乙が負 うべ き責任 は、第 26条 第 2項 又は第 28条 第 3項 の規定によ

る検査 に合格 した ことをもつて免れ るものではない。

3 第 1項 (ノ )規 定による履行又は損害賠償 の請求は、第 26条第 3項又は第 4項の規

定によ り工事監理業務が完了 した 日か ら本件建築
｀
物 の工事完成後 2年 以内に行わ

なければな らない。ただ し、その違反が乙の故意 又は重大な過失 によ り生 じた場

合 は、当該請求 をできる期 間は、工事監理業務完了の 日か ら10年 とす る。

4 申は、工事監理業務 の完了の際に乙のこの契約 に関 して違反があることを知 っ

た ときは、第 1項 の規定にかかわ らず、その 旨を直ちに乙に通知 しなければ、当

該履行 の請求又は損害賠償 の請求 をす ることはできない。ただ し、 乙がその違反

があることを知 つていた ときは、 この限 りではない。

5 第 1項 げ)規 定は、 乙の契約違反 が工事監理仕様書の記載内容崇甲の指示叉▼ま貸

与品等の性状 によ り生 じた ものであるときは適用 しない。ただ し、乙がそ
`ノ

)記 載

内容、指示又は貸与晶等が不適 当であることを知 りなが らこれ を通知 しなかつた

ときは、この限 りでない。

(甲 の任意解除権 )

第 34条  甲は、業務が完了す るまでの間は、次条又は第 36条 の規定によるほか、必

要があるときは、この契約 を解除す ることができる。
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2 甲は、前項 の規定によ りこの契約 を解除 した ことによ り乙に損害を及ば した と

きは、その損害 を賠償 しなければな らない。

(甲 の纏告による解除権〕

第 35条  甲は、 乙が次の各号のいずれかに該 蓮す るときは、相 当の期間を定めてそ

の履行 の催告 を し、その期 間内に履行がない ときは この契約 を解除す ることがで

きる。ただ し、その期間を経過 した時に|お ける債務 の不履行がこの契約及び取引

上の社会通念 に照 らして軽微 であるときは、 この限 りでない。

(1)第 5条第 4項 に規定す る書類 を提 出せず、叉は虚偽 の記載を して これを提 出

した とき◆

(2)正 当な理 由な く、業務 に着手すべ き期 日を過 ぎて も業務 に着手 しない ときっ

(3)履行期間内に完了 しない とき叉は履行期 間経過後相 当の期 F虜写内に業務 を完了

す る見込みがない と認 め られ るとき.

(4)管理技術者 を配置 しなかつた とき。

(5)正 当な理 由な く、第 33条 第 1項 の履行がなされ ない とき◇

(6)前各号に掲 げる場合のほか、 この契約 に違反 した とき。

(甲 め罐告燿よ らない解除罐 )

第 36条  甲‡ま、 乙が次の各号のいずれかに該 当す るときは、I直 ちにこの契約 を解除

す ることができる。

(1)第 5条第 1項の規定に違反 して業務委託料債権 を譲渡 した とき。

(2)第 5条第 4項 の規定に違反 して譲渡に よ り得た資金 を当該業務の履行以外 に

使用 した とき。

(3)こ の契約 の業務 を完了 させ ることができないことが鳳月らかであるときっ

(4)乙 が この契約 の業務の完了の債務の履行 を拒絶す る意思 を H月 確 に表示 した と

き。

(ら)乙 の債務 の一部 の履行 が不能である場合 叉な乙がその債務の一部の履行を拒

絶す る意思 を明確 に表示 した場合 において、残存す る部分のみでは契約 をした

目的を達す ることができない とき。

(6)契約の性質や 当事者の意思表示 によ り、特定の 日時又は一定の期 間内に履行

しなければ契約 を した 目的を達す ることができない場合 において、乙が履行 を

しないでその時期 を経過 した とき。

(7)前各号に掲げる場合のほか、乙がその′
l責 務の履行 をせず、甲が前条の催告 を

してく)契約 を した 目的を達す るのに足 りる履行が され る見込みがない ことが日月

らかである とき。
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(8)暴力団 (暴 力団員による不 当な行為の防止等に関す る法律 (平成 3年法律第

71号 )第 2条 第 2号 に規定す る暴力団 をい う。以下 この条 において同 じ。)叉

は暴力国員 (同 条第 6号 に規定す る暴力団員 をい う。以下 この条 において同

じ。 )が 経営に実質的に関与 している と認 め られ る者 に業務委託料債権 を譲渡

した とき。

(9)第 38条 叉は第 39条 の規定 によらないで この契約 の解除を申 し出た ときっ

(10)1乙 (乙 が設計共同体であるときは、その構成長のいずれかの者。以下この号

において同 じ。)が 次のいずれかに該 当す るとき.

イ 役員等 (乙 が個人である場合 にはその者その絶経営に実質的に関与 してい

る者 を、乙が法人である場合にはその役員、その支店叉は常時建築工事監理

業務の契約 を締結す る事務所の代表者そのイ芭経営 に実質歯もに関与 して峰′ヽる者

をい う。以下 この号において同 じ.)が 、暴力国笑は暴力団員であると認 め

られ るとき。        1

と= 役員等が、 自己、 自社若 しくは第二者 の不正の利益 を図る目的又は第二者

に損害 を力Eえ る目的 をもつて、暴力団又は暴力団員 を利用す るな どしてい る

と認 め られ るとき。

ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対 して資金等 を供給 し、又は 4更 宜 を供与

す るな ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力 し、岩 しくは関

与 してい ると認 め られ る とき。

二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知 りなが らこれ を不当 t=利 用l

す るな ど していると認 め 生)れ るときc

ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員 と社会的に非難 され るべき関係 を有 してい

る と認 め られ るとき。

へ 再委託契約その他 の契約 に当た り、その相手方 がイか らホまでのいずれか

に該当す ることを知 りなが ら、当該者 と契約 を締結 した と認 め られ るとき。

卜 乙が、イか らホまでのいずれかに該 当す る者 を再委託契約その他の契約 の

相手方 としていた場合 (へ に該 当す る場合 を除 く。)に 、甲が乙に対 して婆

該契約 の解 除を求め、乙が これに従 わなかった とき@

(甲 の責めに ll需 す飛 き事 由による場合の解除の制限 )

第37未集 第35条 各号又は講条各号に定める場合が甲
`ノ

_)責 めに帰すべき事 麟ョによるも

のであるときは、甲、は、前 2条 の規定による契約 の解 除をす ることができない。

(乙 の催告による解除権 )

第38条  乙は、 甲が この契約に違反 した ときは、相 当の期 F月日を定めてその履行の催
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告 を し、その期 間内に履行がない ときは、 この契約 を解 除す ることができる。た

だ し、その期 間を経過 した時における債務 の不履行が この契約及び取引上の社会

通念 に照 らして軽微 であるときは、 この眼 りでない。

(乙 の催告 にま らなしヽ解除権 )

第 39条  乙は、次の各号のいずれかに該 当す る ときは、直 ちに契約 を解除す ること

ヵ予oき る。

(1)第 15条 の規定によ り工事監理仕様書を変更 したため業務委託料が 串分の 2以

上減少 した とき。

(2)第 16条 の規定による業務 の中止期 F日弓が履行期 間の10分 の 5(履 行期間の10分

の 5が 6月 を超 える ときは、 6月 )を 超 えた とき。ただ し、中止が業務の一部

のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務 が完了 した後 急月を経過 して

も、なおその中止が解 除 されない とき。

(乙 の責鶴罐嬬すべ き率 曲燿よる場合の解籐の制限 )

第鶴条 第3e条 叉は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべ き事 由によるもので

あるときは、乙は、前 2条 の規定による契約 の解 除をす るこ とができないじ

(解 除の効果 )

第窺粂 契約が解除 された場合 には、第 1条 第 2項 に規定す る甲及び乙の義務は消

滅す る。

2 前項の規定にかかわ らず、農来形部分がある場合において、甲は、出来形部分

に係 る確認後、出来形部分に相応す る業務委託料相 当額か ら既 に部分払の対象 と

なつた業務委託料相 当額 に封 して支払 つた額 を控除 した額 を乙に支払わなけれ ば

な らない。 なお、出来形部分 に相応す る業務委託料相 当額 は、甲と乙とが協議 し

て定めるもの とし、協議 開始 の 日か ら14日 以内に協議が整 わない場合 には、甲が

定め、 乙に通知す るc

(解 除に伴 う措置 )

第42条  乙は、契約 が業務 の完 了前に解除 された場合において、貸与晶等があると

きは^当 該貸与晶等 を甲に返選 しなければな らない。
1こ

の場 合において、当該貸

与品等が乙の故意又は過失に よ り滅失又はき損 した ときは、代晶を納め、若 しく

は原状 に復 して返還 し、又は返還 に代 えてその損害を賠償 しなければな らない。

2 前項前段 に規定す る乙の取 るべき措置の期限、方法等 については、契約 の解除

が第 35条 、第 36条 又は次条第 3項 によるときは甲が定め、第 34条 、第 38条 又は第

39条 の規定によるときは乙が 甲の意見を聴いて定めるく)の とし、前項後段 に規定

す る乙の とるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める
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もの とす る。

3 業務 の完了後 にこの契約が解除 された場合 は、解 除に伴い生 じる事項の処理 に

ついては甲及び乙が民法の規定に従 って協議 して決 める。

(甲 の損害賠償請求等 )

第43条  甲は、乙が次の各号のいずれかに該 碧す るときは、 これによって生 じた損

害の賠償 を請求す ることができる。

(1)履行期間内に業務 を完了す ることができない ときじ

(2)イ_費 務不履行 があるとき。

(3)第 35条 又は第 36条 の規定によ り業務 の完了後 にこの契約 が解除 された とき.

(4)前 3号 に掲げる場合 のほか、債務 の本 旨に従 った駿行 を しない とき又は債務

の履行が不能であるとき。

2ヽ 次の各号のいずれかに該 当す るときは、前項の損害賠償 に代 えて、乙は、業務

委託料 の10分 の 1に 相 当す る額 を違約金 として甲の指定す る期 間内に支拡わなけ

れ ばな らない。

(1)第 35条 又は第 36条 の規定によ り業務 の完了前にこの契約 が解除 された とき。

(2)業務の完了前 に、乙がその債務 の履行 を拒否 し、又は乙の費めに帰すべき事

由によつて乙の債務 について履行不能 となつた とき。

3 次め各号に掲げる者が この契約 を解除 した場合 は、前項第 2号 に該当す る場合

とみなす。

(1)乙 について破産手続 Fジ予号始 の決定があつた場合において、破産法 (平成 16年 法

律第 75号 )の規定によ り選任 された破産管財人

(2)乙 について更正手続 開始 の決定があつた場合において、会社更生法 (平成 と4

年法律第 154号 )の規定によ り選任 された管財人

(3)乙 について再生手続 開始 の決定があつた場合 において、民事再生法 (平 成 11

年法律第225号 )の規定によ り選任 された再生債務者等

4 第 1項各号又は第 2項各号に定める場 合 (前項の規定によ り第 2項第 2号 に該

当す る場合 とみな され る場合 を除 くを)が この契約及び取引上の社会通念 に照 ら

して乙の責めに帰す ることができない事 由に〔える ()の であるときは、第 1項及び

第 2項 の規定は適用 しない。

5 第 1項 第 1号 に該 当 し、甲が損害の賠償 を請求す る場合の請求額 は、業務委託

料か ら員死に部分払の対象 となわた業務委託料相 当額 を控除 した額 につき、遅延 日

数 に応 じ、支払遅延防止法第 81条 第 1項 の規定に基づき定め られた率の割 合で計

算 した額 とす るぅ
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(談舎等不正行為があつた場合の違織金鐸 )

第44条  乙 (設 計共同体 にあつては、その構成員 )が 、次 に掲げる場合 のいずれか

に該 当 した ときは、乙は、甲の請求 に基づ き、業務委託料 (こ の契約締結後、業

務委託料の変更があつた場合 には、変更後の業務委託料)の 10分 の 1に相 当す る

額 を違約金 として甲の指定す る期 F日写内に支払わなけれ ばな らない。

(1)こ の契約 に関 し、 乙が私的独 占の禁止及び公正取引の確保 に関す る法律 (昭

和 22年 法律第ら4号。以下 「独 占禁止法」 とい う。)第 3条 の規定に違反 し、又

は乙が構成事業者である事業者団体が独 占禁止法第 8条第 1号の規定に違反 し

た ことによ り、公正取引委員会が乙に対 し、独 占禁止法第 7条 の 2第 1項 (独

占禁止法第 8条 の 3に おいて準用す る場合 を含む。)の規定に基づ く課徴金の

納付命令 (以 下 「納付命令 Jと い う。 )を行 い、当該納付命令が確 定 した とき

(確定 した襄該納付命令が独 占禁止法第 6a条 第 2項 の規定によ り取 り消 された

場合 を含む。 )。

(2)納付命令又は独 占禁止法第 7条若 しくは第 8条 の 2の 規定に基づ く排除措置

命令 (こ れ らの命令が乙又 は乙が構成事業者である事業者 団体 (以 下 「乙等』

とい う。 )に対 して行 われた ときは、 乙等 に対す る今令で確定 した ものをいい、

乙等 に対 して行 われ ていない とき 1ま 、各名宛人 に対す る命 令すべてが確定 した

場合 における当該命令 をい う。次号において F納付命令 又は排除措置命令」 と

い う。)に おいて、 この契約 に関 し、独 占禁上法第 3条 又は第 8条第 1項第 1

号の規定に違反す る行為の実行 としての事業活動があつた とされた とき。

(3)納付命令叉は排除措置命令によ り、乙等 に独 占禁止法第 3条又は第 8条 第 1

項第 1号 の規定に違反す る行為があつた とされた期 間及び当該違反す る行為の

対象 となった取引分野が示 された場合 において、 この契約が、当該期 F日写 (こ れ

らの命令 に係 る事件 について、公正取引委員会が乙に対 し納付命令 を行い、 こ

れが確定 した ときは(碧 該納付命令 にお ける課徴金の計算の基礎 である当該違

反す る行為の実行期 間を除 く。)に 入札 (見積書の提 出を含む。 )が行 われた

ものであ り、かつ、当該取引分野に該 当す るものであるとき。

(4)こ の契約 に関 し、乙 (法人にあつては、その役員又は使用人 を含む。)の刑

法 (明 治40年 法律第45号)第 96条 の 6又 は独 占禁止法第89条 第 1項若 しくは第

95条 第 1項第 1号 に規定す る弄Jが 確 定 した とき。

2 前項の場合 において、るが設計共同体であ り、既 に解散 されている ときはヽ甲

は、 乙の代表者 であった者又 は構成員であった者 に賠償金の支払いを請求す るこ

とができる。 この場合 においては、 乙の代表者であった者及び構成員 であつた者
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は、共同連帯 して前項の額 を甲に支私わなけれ ばな らない。

3 乙が第 1項 の違約金 を甲の指定す る期 間内に支払わない ときは、 乙は、当該期

間を経過 した 日か ら支払 をす る 目までの 日数 に応 じ、支払遅延防止法第 8条第 1

項の規定に基づき定め られた率の割合で計算 した額 の遅延利息を甲に支払わなけ

ればな らない。

(乙 の損害踏餞請求等 )

第45条  乙は、 甲が次の各号のいずれかに該 当す る場合は これ によつて生 じた損害

の賠償 を請求す ることができる。 ただ して当該各号に定める場合が この契約及び取

引上の社会通念 に照 らして甲の賣 めに帰す ることができない事 由によるものである

ときは、この限 りでない。

(1)第 38条又 は第 39条 の規定によ りこの契約 が解除 された とき。

(2)前号に掲 げる場合 のほか、債務の本 脅に従 つた履行 を しない とき又は債務 の

履行が不能である とき。

2 第 27条 第 2項 の規定による業務委託料 の支払 いが遅れ た場合 においては、乙は、

未受領金額につ き、遅延 日数 に応 じ、支払遅延防止法第 8条第 1項 の規定に基づ

き定め られた率の割合 で計算 した額の遅延利息の支払いを甲ほ請求す ることがで

きる。

(保 険 )

第 46条  乙は、工事監理仕様書 に基づき保険を付 した とき文は任意 に保険を付 して

いるときは、当該保険に係 る証券又はこれ に代わるものを直ちに甲に提示 しなけ

ればな らない。

(踏懐金攀の徴収 )

第 47条  乙がこの契約 に基づ く賠償金、損害金又は違約金 を甲の指定す る期間内に

支払わない ときは、 甲は、その支払わない額 に甲の指定す る期間を経過 した 日か

ら業務委託料支払の 日まで支払遅延防止法第 8条第 1項 の規定に基づき定められ

た率の割合で計算 した利息を付 した額 と、甲の支払 う八 き業務委託料 とを相殺 し、

なお不足がある ときは追徴す る。

2 前項の追徴 をす る場合 には、 甲は、乙か ら遅延 日数 につ き支払遅延防止法第 8

条第 1項の規定に基づ き定め られた率の割合で計算 した額の延滞金 を徴収する。

(紛争の解決 )

第 48条  この契約書の各条項 において甲乙協議 して定 めるものにつき協議が整わな

かった ときに甲が定めた く)びつに乙が不服がある場合その他契約 に関 して甲乙FF電 に

紛争 を生 じた場合 には、 甲及び 乙は、協議の上調停人を選任 し、当該調停人のあ
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っせん又は調停 によ りその解決 を図る。 この場合 においては、紛争の処理に要す

る費用 については、 甲乙協議 して特別の定めを したものを除 き、甲乙それぞれが

負担す る。

2 前項の規定にかかわ らず、管理技術者 の業務の実施 に関す る紛争、乙♂う使漏人

又 は乙か ら業務 を委任 された者 σ)業務 の実施 に関す る紛争及 び調査職員 の職務の

執行 に関す る紛争 にういては、第 10条 第 2項 の規定によ り乙が決定 を行 った後若

しくは同条第 4項 の規定によ り甲が決定を行 つた後又 は甲若 しくは乙が決定を行

わず に園条第 2項若 しくは第 4項 の期間が経過 した後でなければ、'甲 及 び乙は、

第 1項 のあつせ ん叉は調停 の手続 を講求す ることができない。

3 第 1項の規定にかかわ らず、 甲又は乙は(必要があると認 めるときは、同項に

規定す る手続前又は手続 中であつて も同項の甲乙間の紛争 について民事訴訟法

(平成 8年法律第 109号 )に 基づ く訴 えの提起又は民事調停法 (昭不E26年法律第 2

22号 )に基づ く調停 の 申立てを行 うことができる。   I        I

(契 約外の事項 )

第49条  この契約書 に定 めのない事項 については必要に応 じて甲乙協議 して定める。

舟lヽよ ,鷺馨

この借示ユま、令和6年 8月 23澤 から施行し,令和6年 9月 2爾 以降に́指名通知又とま入

本と公告するもく′)から適理する。   キ
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